
目

次

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
行
政
経
営
課
）
…
三

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqq（
総
務
学
事
課
）
…
四

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
四

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
警
察
本
部

会

計

課
）
…
四

雑

報

○
令
和
元
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
事
業
会
計
補
正

予
算
（
第
二
号
）
ほ
か
四
件
及
び
令
和
二
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市

建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
予
算
ほ
か
四
件
の
要
領
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
新
産
業
都
市

建
設
事
業
団
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
一
般
相
談
支
援
事
業
を

行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
報

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

合
同
会
社
令

福

弘
前
市
大
字
中
野

五
丁
目
九
の
八

居
宅
介
護
悠
々
友
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
中
野

五
丁
目
九
の
八

令
和二･
五･
一

合
同
会
社
令

福

弘
前
市
大
字
中
野

五
丁
目
九
の
八

重
度
訪
問

介
護

悠
々
友
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
中
野

五
丁
目
九
の
八

〃

株
式
会
社
想

い
工
房

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
小
沢
口
四
二

五
の
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
ｏ
ｍ
ｏ
．．ｉ

ぱ
れ
っ
と

十
和
田
市
西
二
番

町
四
の
三
十
誠
ビ

ル
一
階

〃

一
般
社
団
法

人
み
ち
び
き
上
北
郡
お
い
ら
せ

町
土
取
三
二
の
二
生
活
介
護
ベ
ア
・
ハ
ウ

ス

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
前
田
九
七
の

一

〃

第
百
四
十
七
号

令
和
二
年四

月
二
十
日

（
月
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
五
月
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

特
定
非
営
利

活
動
法
人
よ

つ
ば

上
北
郡
東
北
町
字

塔
ノ
沢
山
八
六
の

四

地
域
移
行

支
援

相
談
支
援
事

業
所
よ
つ
ば
上
北
郡
東
北
町
字

塔
ノ
沢
山
八
六
の

四

令
和二･
五･
一

特
定
非
営
利

活
動
法
人
よ

つ
ば

上
北
郡
東
北
町
字

塔
ノ
沢
山
八
六
の

四

地
域
定
着

支
援

相
談
支
援
事

業
所
よ
つ
ば
上
北
郡
東
北
町
字

塔
ノ
沢
山
八
六
の

四

〃

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
牛
滝
四
の
一
坂
井

文
明

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
牛
滝
五
の
一
竹
内

英
輝

佐
井
村
第
一
区
域

佐
井
村
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

の
う
ち
、
大
字

長
後
字
牛
滝
、

字
牛
滝
川
目
、

字
牛
滝
屋
敷
裏

及
び
字
細
間
の

区
域

小
型
定
置
漁
業
及

び
小
型
定
置
漁
業

と
底
建
網
漁
業
を

併
せ
営
む
漁
業

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
福
浦
川
目
一
〇
四

田
中

明
正

下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
福
浦
川
目
九
九

田
中

憲
吉

佐
井
村
第
二
区
域

佐
井
村
漁
業
協

同
組
合
の
地
区

の
う
ち
、
大
字

長
後
字
福
浦
、

字
福
浦
川
目
及

び
字
沼
ノ
平
の

区
域

小
型
定
置
漁
業
及

び
小
型
定
置
漁
業

と
底
建
網
漁
業
を

併
せ
営
む
漁
業

む
つ
市
脇
野
沢
寄
波
三
二
の
六

清
藤

裕
造

む
つ
市
脇
野
沢
蛸
田
二
二
の
三

杉
本

健
一

脇
野
沢
村
区
域

脇
野
沢
村
漁
業

協
同
組
合
の
地

区

底
建
網
漁
業
及
び

小
型
定
置
漁
業
と

底
建
網
漁
業
を
併

せ
営
む
漁
業

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
五
月
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

令
和
二
年
度
青
森
県
自
治
体
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ク
ラ
ウ
ド
運
用
・
保
守
業
務
委
託

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
行
政
経
営
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
電
機
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
一
一
の
二

六

契
約
金
額

一
億
三
千
二
百
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
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路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
石
無
坂
鹿
田

線

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
鹿
田
山
ノ
下
七
の
一
か

ら三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
鹿
田
二
九
の
一
ま
で

令
和
二･
四･二〇

県
道
苫
米
地
兎
内

線

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
田
一
五
の
四
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
一
八
の
一
ま

で

二･
四･二八

１

県

道

石
無
坂
鹿
田

線

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
鹿
田
山
ノ
下
七
の
一
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
鹿
田
二
九
の
一
ま
で

前

四
・
一
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
四
六
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
〇
四
・
六
八
メ
ー
ト
ル

後

五
・
五
九
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
一
・
六
九
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
〇
四
・
六
八
メ
ー
ト
ル

２

県

道

苫
米
地
兎
内

線

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
町
田
一
五
の
一
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
苫
米
地
字
後
小
路
十
九
の
三
ま
で

前

六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

一
〇
・
六
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
六
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

令
和
二
年
一
月
か
ら
同
年
三
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
二
年
四
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
作
成
機
用
消
耗
品

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
の
一
七

六

契
約
金
額

一
式
当
た
り

二
百
九
十
九
万
九
千
七
百
円

内
訳
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賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

川
守
田

雄
一

三
戸
郡
南
部
町

三
戸
郡
南
部
町
大
字
剣
吉
字
前
河
原
一
の
二

四

品

名

数
量

単
位

金

額

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
一
般
用
）

一

箱

五
十
一
万
八
千
七
百
六
十
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
優
良
用
）

一

箱

五
十
一
万
八
千
七
百
六
十
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
新
規
用
）

一

箱

五
十
一
万
八
千
七
百
六
十
円

高
速
型
リ
ボ
ン
セ
ッ
ト

一

箱

十
五
万
四
千
円

新
経
歴
書
用
カ
ー
ド
基
体

一

箱

十
六
万
五
千
六
百
六
十
円

裏
面
追
加
備
考
紙

一

箱

三
千
三
百
円

印
字
用
ロ
ー
ル
紙

一

セ
ッ
ト

一
万
九
千
二
百
五
十
円

メ
イ
ン
ラ
ン
プ

一

セ
ッ
ト

一
万
三
千
八
百
六
十
円

フ
ッ
ト
ラ
ン
プ

一

個

二
千
三
百
十
円

吸
着
パ
ッ
ト

一

セ
ッ
ト

五
千
六
百
十
円

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｙ

一

セ
ッ
ト

一
万
千
四
百
四
十
円

入
口
セ
ン
サ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｙ

一

個

七
千
七
百
円

吸
気
フ
ィ
ル
タ
ー
大

一

個

九
千
九
百
円



七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

雑

報

青
森
県
事
業
団
公
告
第
一
号

令
和
二
年
三
月
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
会
第
二
百
二
十
五
回
定
例
会
の
議
を
経
た

令
和
元
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
ほ
か
四
件
及

び
令
和
二
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
予
算
ほ
か
四
件
の
要
領
を
地
方
自

治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
三
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
四
月
二
十
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾
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吸
気
フ
ィ
ル
タ
ー
小

一

個

六
千
五
十
円

排
出
ロ
ー
ラ
ー

一

セ
ッ
ト

一
万
五
千
四
百
円

ヒ
ー
ト
ロ
ー
ラ
上

一

セ
ッ
ト

五
万
六
百
円

Ｄ
Ｕ
付
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
Ｈ

一

セ
ッ
ト

三
万
千
六
百
八
十
円

サ
ー
ミ
ス
タ
ー

一

セ
ッ
ト

三
千
三
百
円

ハ
ロ
ゲ
ン
ヒ
ー
ト
ラ
ン
プ

一

セ
ッ
ト

二
万
三
千
百
円

ヒ
ー
ト
ロ
ー
ラ
下

一

セ
ッ
ト

三
万
九
千
六
百
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
入
口
Ｈ
１

一

セ
ッ
ト

八
千
三
百
六
十
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
入
口
Ｈ
２

一

セ
ッ
ト

七
千
七
百
円

ゴ
ム
ロ
ー
ル
Ｈ
／
Ｒ

一

セ
ッ
ト

一
万
三
千
二
百
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ

一

セ
ッ
ト

四
万
六
千
二
百
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
／
Ｌ

一

セ
ッ
ト

四
万
四
千
円

ロ
ー
ル
ロ
ア
ピ
ン
チ
ロ
ー
ラ
ー

一

セ
ッ
ト

四
万
六
千
二
百
円

サ
ー
マ
ル
ヘ
ッ
ド

一

セ
ッ
ト

七
十
一
万
五
千
円
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令和元年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算（第2号）

令和元年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ31千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ357,141
千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表 歳入
歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

計

千円
357,141

356,259

882

357,141

補 正 額

千円
31

33

△2

31

補正前の額

千円
357,110

356,226

884

357,110

項

1 臨 海 収 入

2 市 川 収 入

歳 入 合 計

款

1 事 業 収 入

歳 出

計

千円
357,141

356,257

357,141

補 正 額

千円
31

31

31

補正前の額

千円
357,110

356,226

357,110

項

1 臨海事業費

歳 出 合 計

款

1 事 業 支 出

令和元年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計補正予算（第2号）

（総 則）
第1条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるとこ
ろによる。
（収益的収入及び支出）
第2条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計予算第2条に定めた収益的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）
収 入

第1款 事 業 収 益 293,064千円 △260,937千円 32,127千円
第1項 営 業 収 益 286,940千円 △260,940千円 26,000千円
第2項 営 業 外 収 益 6,124千円 3千円 6,127千円

支 出
第1款 事 業 費 用 115,725千円 △89,313千円 26,412千円
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第1項 営 業 費 用 115,725千円 △89,313千円 26,412千円

令和元年度青森県新産業都市建設事業団桔 野工業用地造成事業会計補正予算（第1号）

（総 則）
第1条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団桔 野工業用地造成事業会計補正予算（第1号）は、次に定めると
ころによる。
（収益的収入及び支出）
第2条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団桔 野工業用地造成事業会計予算第2条に定めた収益的収入及び支
出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）
収 入

第1款 事 業 収 益 119,493千円 △36,623千円 82,870千円
第1項 営 業 収 益 36,625千円 △36,625千円 0千円
第2項 営 業 外 収 益 82,868千円 2千円 82,870千円

支 出
第1款 事 業 費 用 21,789千円 △21,288千円 501千円
第1項 営 業 費 用 21,389千円 △21,289千円 100千円
第2項 営 業 外 費 用 400千円 1千円 401千円

（資本的収入及び支出）
第3条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団桔 野工業用地造成事業会計予算第3条に定めた資本的支出の予定
額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）
支 出

第1款 資 本 的 支 出 1,342,000千円 △1,342,000千円 0千円
第1項 長期借入金償還金 1,342,000千円 △1,342,000千円 0千円

令和元年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計補正予算（第2号）

（総 則）
第1条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるとこ
ろによる。
（収益的収入及び支出）
第2条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団百石住宅用地造成事業会計予算第2条に定めた収益的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）
収 入

第1款 事 業 収 益 56,237千円 △2千円 56,235千円
第2項 営 業 外 収 益 18,481千円 △2千円 18,479千円

支 出
第1款 事 業 費 用 69,249千円 △4,100千円 65,149千円
第1項 営 業 費 用 69,229千円 △4,100千円 65,129千円

令和元年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計補正予算（第1号）
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（総 則）
第1条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計補正予算（第1号）は、次に
定めるところによる。
（収益的収入及び支出）
第2条 令和元年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計予算第2条に定めた収益的収
入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）
収 入

第1款 事 業 収 益 313,919千円 △49,725千円 264,194千円
第1項 営 業 収 益 311,996千円 △50,347千円 261,649千円
第2項 営 業 外 収 益 1,923千円 622千円 2,545千円

支 出
第1款 事 業 費 用 234,522千円 △26,561千円 207,961千円
第1項 営 業 費 用 234,522千円 △26,561千円 207,961千円

令和2年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計予算

令和2年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,763千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

金 額

千円
5,763

5,760

1

1

2

1

1

5,763

項

1 負 担 金

1 繰 越 金

1 預 金 利 子

2 雑 入

歳 入 合 計

款

1 分 担 金 及 び 負 担 金

2 繰 越 金

3 諸 収 入

金 額項款

歳 出
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千円
5,763

5,763

5,763

1 事 業 団 運 営 費

歳 出 合 計

1 事 業 団 費

令和2年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計予算

令和2年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ356,938千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

第1表 歳入歳出予算

歳 入

金 額

千円
356,938

356,056

882

356,938

項

1 臨 海 収 入

2 市 川 収 入

歳 入 合 計

款

1 事 業 収 入

歳 出

金 額

千円
356,938

356,056

882

356,938

項

1 臨 海 事 業 費

2 市 川 事 業 費

歳 出 合 計

款

1 事 業 支 出

令和2年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計予算

（総 則）
第1条 令和2年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計予算は、次に定めるところによる。
（収益的収入及び支出）
第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第1款 事 業 収 益 267,064千円
第1項 営 業 収 益 260,940千円
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第2項 営 業 外 収 益 6,124千円

支 出
第1款 事 業 費 用 106,725千円
第1項 営 業 費 用 106,725千円

令和2年度青森県新産業都市建設事業団桔 野工業用地造成事業会計予算

（総 則）
第1条 令和2年度青森県新産業都市建設事業団桔 野工業用地造成事業会計予算は、次に定めるところによる。
（収益的収入及び支出）
第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第1款 事 業 収 益 119,491千円
第1項 営 業 収 益 36,624千円
第2項 営 業 外 収 益 82,867千円

支 出
第1款 事 業 費 用 21,582千円
第1項 営 業 費 用 21,389千円
第2項 営 業 外 費 用 193千円

（資本的収入及び支出）
第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入 0千円

支 出
第1款 資 本 的 支 出 1,342,000千円
第1項 長期借入金償還金 1,342,000千円

（一時借入金）
第4条 一時借入金の限度額は、3,379,000千円と定める。
（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用と営業外費用

令和2年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計予算

（総 則）
第1条 令和2年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計予算は、次に定めるところに
よる。
（収益的収入及び支出）
第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入
第1款 事 業 収 益 838,642千円
第1項 営 業 収 益 838,640千円
第2項 営 業 外 収 益 2千円
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支 出
第1款 事 業 費 用 582,272千円
第1項 営 業 費 用 582,272千円
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


